
 

 
 

 

新宿区地球温暖化対策指針 

の見直しについて（報告） 

 
 

 

 この報告は第１０期新宿区環境審議会において、計９回（平成２６年７月～平成２８年６月）の

審議を行ない、平成２３年３月策定の「新宿区地球温暖化対策指針」の二酸化炭素排出量の削減目

標及び目標達成のための取組方針の見直し内容について、取りまとめたものです。 

 また「新宿区地球温暖化対策指針」については、同審議会における議論を踏まえ「新宿区第二次

環境基本計画」の基本目標である地球温暖化対策の推進に係る部分との整合性を図るという観点か

ら、平成３０年度にスタートする「新宿区第三次環境基本計画」の中に統合することと決定しまし

た。 

本報告は、第１１期新宿区環境審議会において、ご審議いただく「新宿区第三次環境基本計画」

の目標のひとつとして位置づけられ、かつ、「温暖化対策の推進に関する法律」において策定が努力

義務とされている「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」の素案にあたるものです。 
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